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「交番検査周期延伸」提案に関する申し入れ

１２月９日、会社は、「交番検査周期延伸」に関して組合側に「提案」を行なった。

しかし基本的に現在３万キロ毎に施工している検査を「６万キロ施工」にするのは、会

社が日頃から言っている『安全最優先』に反する行為である。また、その「基準」とな

る国土交通省令についても都合よく拡大解釈していると考える。よって以下の通り申し

入れるので早急に労使協議を開催すること。

記

１．交番検査の周期延伸について

（１）交番検査の周期延伸は、国土交通省令１５１条及び国土交通省告示１７８６号に

より「新幹線電車は、三十日又は当該車両の走行距離が三万キロメートル超えない

期間のいずれか短い期間に状態・機能検査行わなければならない」と定められてい

る。今回の交番検査周期延伸は、省令・告示違反であり止めること。

（２）国土交通省告示１７８６号第５条のただし書き「車両の部位」の項目は新幹線電

車交番検査周期延伸には相当しない。国土交通省告示１７８６号第１条に定める内

容と今回の会社が提案している交番検査周期延伸についての整合性を明らかにする

こと。

（３）省令に違反する「交番検査周期延伸提案」については撤回すること。

（４）６万キロで交番検査を施工するよりも３万キロ毎での施工が『安全最優先』であ

る。会社としての考え方を明らかにすること。

２．大阪交番検査車両所の検査体制の見直しについて

（１）「１班・４７名」とは別に「車両状態解析測定業務」（測定班）の担当者を置くと

しているが、何名配置してどのような作業を行うのか詳細を全て明らかにすること。

また、「第２特修班」のような位置づけをして要員として配置すること。

（２）Ｐ交終了後Ｅ交の作業指示等の確認時間は確保されるのか、明らかにすること。



- 2 -

（３）チェックシート等の記帳時間を設けること。

（４）作業過多、トラブル等で作業時間が延びた場合の対応はどうするのか明らかにす

ること。

（５）今まで交番検査以前に発生した故障等で、読み出し、事実確認等を交番検査時間

内でやっていたが、交番検査前に対処すべき事案であると考える。今後の対応を明

らかにすること。

（６）総点呼、視察、安全の日等で時間を経過し、作業時間に食い込んだ場合はどう対

応するのか明らかにすること。

（７）△１７名の分の要員はどのように配置するのか明らかにすること。

以上


